
 

件 名 柏崎刈羽原子力発電所第４号機第９回定期検査及び定期事業者検査計画書 

通報日 平成１８年３月２９日 

概 要 １．概要 

（１）基本方針 

原子力発電所の安全・安定運転を維持するために、特定電気工作物に関して、

発電用原子力設備に関する技術基準に適合することを、定期事業者検査にて定期

的に確認する。なお、定期検査は、電気事業法の規定に基づく申請により、定期

事業者検査に検査官（検査員）が立ち会い、又は定期事業者検査の記録を確認す

ることにより行われる。 

また、保守管理としては、定めた保全の対象範囲に対し、運転実績や故障実績、

トラブル経験等の運転経験並びに設備の使用環境や設置環境による経年劣化傾向

等を考慮のうえ保全計画を定め、安全上の機能・重要度等に応じた適切な保全を

実施する。 

（２）主要項目 

ａ．検査 

定期検査として５１件の検査を受ける。 

ｂ．燃料取替（１４０体の予定） 

ｃ．主要改造工事 

・Ｓ／Ｃストレーナ取替工事 

   ・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の採用 

 

２．計画工程（予定） 

・平成１８年４月９日～平成１８年９月２７日（１７２日間） 

・平成１８年１０月２５日 総合負荷性能検査予定 

 

 

 


